
令和６年８月31日まで経過措置の施設基準
（別紙）

令和６年９月１日以降も算定する場合に届出が必要なもの

○特掲診療料

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件（概要） 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式

調
剤
基
本
料

1 地域支援体制加算

令和６年５月 31 日時点で調剤基本料１の届出を行っている
保険薬局であって、地域支援体制加算の施設基準に係る
届出を行っているものについては、令和６年８月 31 日まで
の間に限り、１の(１)のアの(ロ)の①から⑩、（２）のイ及び
オ、（３）のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満
たしているものとする。また、令和６年５月 31 日時点で調剤
基本料１以外の届出を行っている保険薬局であって、地域
支援体制加算３の施設基準に係る届出を行っているものに
ついては、令和６年８月 31 日までの間に限り、１の（２）のイ
及びオ、（３）のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件
を満たしているもとし、地域支援体制加算４の施設基準に係
る届出を行っているものについては、令和６年８月 31 日ま
での間に限り、１の（２）のイ及びオ、（３）のエ、（４）のウ、
（６）並びに１の(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たし
ているものとする。

地域支援体制加算
別添２、別添２の様式
87の３及び様式87の３
の２


